
第 ２ １ 号 様 式

海 技 士 の 資 格 に 係 る 海 技 士 国 家 試 験 申 請 書 (二 )

申 請 者 氏 名 （ ふ り が な ） （ ）

現 住 所

電 話 番 号 （ ）

メ ー ル ア ド レ ス

試 験 の 免 除

下 記 の 免 除 及 び 省 略 の 有 無 に つ い て は 、 記 入 さ れ た と お り に 受 付 し 、 改 め て の 意 志 確 認 は 致 し ま せ ん 。 正 確 に 記 入 願 い ま す 。

筆 記 試 験 中 、 一 部 の 科 目 に つ い て 免 除 を 受 け る と き 試 験 科 目 合 格 年 月 日 試 験 地
→ 当 該 科 目 に ○ を つ け 、 合 格 年 月 日 、 試 験 地 を 記 入 航 海 / 機 関 １ 年 月 日

運 用 / 機 関 ２ 年 月 日
（ 開 始 期 日 前 ３ 年 以 内 の 試 験 で 合 格 し て い る 場 合 に 限 る 。 複 数 あ る 場 合 は 全 て 法 規 / 機 関 ３ 年 月 日
記 入 す る こ と 。） 英 語 / 執 務 一 般 年 月 日

筆 記 試 験 の 省 略 を 受 け る と き 合 格 年 月 日 試 験 地
→ 合 格 年 月 日 及 び 試 験 地 を 記 入
（ 開 始 期 日 前 １ ５ 年 以 内 に 合 格 し て い る 場 合 に 限 る 。 ) 年 月 日

身 体 検 査 に つ い て 、 認 定 に よ り 省 略 を 受 け よ う と す る と き 試 験 の 種 別 合 格 年 月 日 試 験 地
→ 試 験 の 種 別 、 合 格 年 月 日 及 び 試 験 地 を 記 入
（ 申 請 日 前 １ 年 以 内 に 合 格 し て い る 場 合 に 限 る 。） 年 月 日

学 校 卒 業 証 書 、 海 技 免 状 、 無 線 従 事 者 免 許 証 の 写 し の 照 合

卒 業 証 書学 校 名 第 号 年 月 日 卒 業 ※ 照 合 者 認 印
番 号

（ 部 ・ 科 ）
修 得 単 位 数 単 位 ※ 認 定 単 位 数 単 位 ※ 照 合 者 認 印

修 了 証 明
船 舶 職 員 養 成 施 設 名 養 成 施 設 第 号 ※ 照 合 者 認 印書 番 号
及 び 設 置 者 の 名 称 の 種 類

年 月 日 修 了

免 許
海 技 免 状 第 号 年 月 日 ※ 照 合 者 認 印

登 録

免 許
無 線 従 事 者 免 許 証 第 号 年 月 日 ※ 照 合 者 認 印

登 録

船 舶 局 無 線 従 事 者
第 号 年 月 日 証 明 ※ 照 合 者 認 印

証 明 書

乗 船 履 歴

乗 総 ト ン 数 船 舶 推 進 機 関 航 行 区 域 又 船 舶 所 有 者 乗 船 又 は 下 船 又 は 乗 船 又
船 船 舶 名 又 は 推 進 及 び 無 線 設 備 は 従 業 区 域 の 氏 名 又 は 職 名 就 業 の 終 業 の は 就 業
順 機 関 の 出 力 の 種 類 並 び に （ 従 業 制 限 名 称 年 月 日 年 月 日 の 期 間
位 船 舶 の 用 途 含 む ）

年 年 年
１ 月 日 月 日 月 日

年 年 年
２ 月 日 月 日 月 日

年 年 年
３ 月 日 月 日 月 日

年 年 年
４ 月 日 月 日 月 日

年 年 年
５ 月 日 月 日 月 日

年 年 年
６ 月 日 月 日 月 日

乗 船 履 歴 と 船 員 手 帳 又 は 証 明 書 と の 照 合 ※ 照 合 者 認 印 期 間 の 合 計 年 月 日

（ 注 ） １ ※ 欄 は 記 入 し な い こ と 。

２ 船 舶 職 員 及 び 小 型 船 舶 操 縦 者 法 施 行 規 則 第 31 条 の 規 定 に よ る 換 算 を す る と き は 、「 乗 船 又 は 就 業

の 期 間 」 の 欄 に 換 算 し た 乗 船 期 間 を 括 弧 し て 付 記 す る こ と 。


